
くすのき商工会だより                 令和 6年 1月 1 日 

 
 

令
和
5
年
分
の
決
算
・
確
定
申
告
（
所

得
税
、
消
費
税
）
が
2
月
16
日
（
金
）
よ

り
始
ま
り
ま
す
。
商
工
会
で
は
、
随
時
、

決
算
・
確
定
申
告
の
指
導
を
行
っ
て
い
ま

す
。
必
要
書
類
を
ご
準
備
の
上
、
お
早
め

に
ご
相
談
下
さ
い
。 

 
 

 

申
告
相
談
に
は
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い 

電
子
申
告
を
さ
れ
た
方
や
青
色
申
告
部

会
な
ど
で
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
た
方

は
、
決
算
書
、
申
告
書
の
所
定
の
様
式
は

送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。 

そ
の
代
わ
り
に
、
予
定
納
税
、
振
替
納

税
等
、
確
定
申
告
に
係
る
内
容
を
記
載
し

た
「
令
和
5
年
分
確
定
申
告
の
お
知
ら

せ
」
が
ハ
ガ
キ
ま
た
は
封
書
に
よ
る
通
知

書
で
送
付
さ
れ
ま
す
。
ご
相
談
の
際
は
必

ず
ご
持
参
下
さ
い
。 

 

各
種
証
明
書
等
の
準
備 

小
規
模
企
業
共
済
掛
金
払
込
証
明
書
、

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
、
年
金
の
源
泉

徴
収
票
、
医
療
費
控
除
の
添
付
書
類
、
所

得
控
除
の
た
め
に
必
要
な
書
類
は
準
備
さ

れ
て
い
ま
す
か
？ 

万
が
一
紛
失
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や

か
に
再
発
行
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
青
色
申
告
決
算
書
の
様
式
一
部
変
更 

相
手
先
の
名
称
や
所
在
地
、
登
録
番
号

（
法
人
番
号
）、
取
引
金
額
を
記
入
す
る
売

上
（
収
入
）
金
額
と
仕
入
金
額
の
各
明
細

欄
が
設
け
ら
れ
ま
す
。 

 

 

税
務
個
別
相
談
会
開
催 

商
工
会
で
は
、
牧
野
泰
彦
税
理
士
を
講

師
に
お
招
き
し
、
所
得
税
・
消
費
税
の
確

定
申
告
の
た
め
の
税
務
個
別
相
談
会
を
次

の
通
り
開
催
い
た
し
ま
す
。 

 

２
月
26
日(

月)

９
時
～
16
時 

 
 
 

吉
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー 

３
月
４
日(

月)

９
時
～
16
時 

 
 
 

く
す
の
き
商
工
会 

 

 

ご
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
商
工
会
ま
で

お
申
込
み
下
さ
い
。
な
お
、
予
め
、
月
別

の
売
上
、
経
費
、
控
除
証
明
書
等
の
整
理
・

準
備
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

節
税
対
策
に 

小
規
模
企
業
共
済
の
ご
案
内 

小
規
模
企
業
共
済
制
度
は
、
個
人
事
業

主
ま
た
は
会
社
等
の
役
員
の
方
が
事
業
を

辞
め
た
り
退
職
し
た
り
し
た
場
合
に
、
生

活
の
安
定
や
事
業
の
再
建
資
金
を
準
備
し

て
お
く
た
め
、
国
が
つ
く
っ
た
共
済
制
度

で
す
。
全
国
で
125
万
人
が
加
入
し
て
い
る
、

「
小
規
模
企
業
の
経
営
者
の
た
め
の
退
職

金
制
度
」
で
す
。 

(

１)

掛
金
は
全
額
所
得
控
除 

掛
金
は
1
千
円
～
7
万
円
の
範
囲

（
5
百
円
単
位
）
で
自
由
に
選
択
で
き
、

そ
の
全
額
を
所
得
控
除
で
き
、
所
得
税･

住
民
税
が
安
く
な
り
ま
す
。 

所
得
4
百
万
円
、
掛
け
金
月
額
3
万

円
で
、
10
万
8
千
円
の
節
税
で
す
。 

(

２)

受
給
時
に
有
利 

受
け
取
る
共
済
金
は
退
職
所
得
扱
い

又
は
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
扱
い
と
な

り
ま
す
。 

(

３)

共
同
経
営
者
の
加
入 

 
 

個
人
事
業
所
は
、
事
業
主
に
加
え
配

偶
者
、
後
継
者
等
の
共
同
経
営
者
も
加

入
で
き
ま
す
。 

(

４)

経
営
者
貸
付
け
の
利
用
が
可
能 

経
営
者（
一
定
の
資
格
者
）の
方
は
、

緊
急
時
や
災
害
時
な
ど
に
事
業
用
資
金

等
の
貸
付
け
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

将
来
に
備
え
る
と
と
も
に
節
税
の
た
め

に
も
ご
活
用
下
さ
い
。 
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決
算
・
確
定
申
告
は
お
早
め
に 

 
 

電
子
申
告
、
青
色
申
告
は
商
工
会
へ 

  

※
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
に
交
付
さ
れ
る

登
録
番
号
等
を
記
入

し
た
と
き
は
、
相
手

先
の
名
称
と
所
在
地

の
記
載
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。 
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くすのき商工会だより                 令和 6年 1月 1 日 

日
本
政
策
金
融
公
庫
が
岡
田
会
長
に 

感
謝
状
を
授
与
（
マ
ル
経
創
設
50
周
年
） 

  
 

11
月
10
日
（
金
）、
（
株
）
日
本
政
策

金
融
公
庫
の
マ
ル
経
融
資
（
小
規
模
事
業

者
経
営
改
善
資
金
）
制
度
の
普
及
・
推
進

に
貢
献
し
た
と
し
て
、
当
所
に
感
謝
状
が

贈
呈
さ
れ
た
。
こ
の
感
謝
状
贈
呈
は
、
日

本
政
策
金
融
公
庫
の
マ
ル
経
融
資
創
設

50
周
年
を
記
念
し
て
、
商
工
会
・
商
工
会

議
所
等
の
功
労
を
称
え
る
目
的
で
行
わ
れ

た
も
の
。  

 

マ
ル
経
融
資
は
、
昭
和
48
年
10
月
、
商

工
会
・
商
工
会
議
所
等
の
経
営
指
導
を
金

融
面
か
ら
補
完
し
、
小
規
模
事
業
者 

の
経

営
改
善
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

創
設
さ
れ
た
、 

無
担
保
・
無
保
証
人
で
利

用
で
き
る
融
資
制
度
で
す
。
詳
し
く
は
、

商
工
会
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

粕
屋
町
商
工
会
女
性
部
視
察
研
修
の
受
入 

 

当
会
青
年
部
は
、
11
月
27
日
（
月
）
楠

総
合
セ
ン
タ
ー
に
て
福
岡
県
に
あ
る
粕
屋

町
商
工
会
女
性
部
の
視
察
研
修
を
受
け
入

れ
ま
し
た
。 

 

粕
屋
町
商
工
会
女
性
部
で
は
、
今
年
度

地
域
お
こ
し
の
一
環
で
地
域
の
歴
史
や
文

化
、
産
業
な
ど
を
題
材
と
し
た
、
カ
ル
タ

の
作
成
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
昨
年
発
行
さ
れ
た
全
国
商
工

会
紙
で
あ
る
月
刊
商
工
会
9
月
号
に
て

掲
載
さ
れ
た
、「
う
べ
か
る
た
」
製
作
（
長

州
4
団
体
で
実
施
し
た
宇
部
市
制
100
周

年
記
念
事
業
）
記
事
を
見
て
、
こ
の
度
、

女
性
部
員
等
19
名
が
視
察
に
こ
ら
れ
ま

し
た
。 

 

佐
貫
青
年
部
長
よ
り
、
「
う
べ
か
る
た
」

の
製
作
に
取
り
組
ん
だ
経
緯
や
事
業
費
の

捻
出
方
法
、
子
供
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く

な
る
よ
う
工
夫
し
た
点
な
ど
を
説
明
し
ま

し
た
。 

     

 

 

な
お
、「
う
べ
か
る
た
」
は
商
工
会
HP
よ

り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

 

商
工
会
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
ご
案
内 

こ
の
制
度
は
、
山
口
県
商
工
会
連
合
会

が
国
の
承
認
を
得
て
特
定
退
職
金
共
済
団

体
と
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
で
す
。 

 

加
入
で
き
る
事
業
主
＝
共
済
契
約
者 

商
工
会
の
会
員
で
あ
れ
る
事
業
主
で
あ

れ
ば
、
誰
で
も
共
済
契
約
者
と
な
り
、
従

業
員
を
加
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 加
入
さ
せ
る
従
業
員
＝
被
共
済
者 

 

従
業
員
は
全
員
加
入
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
但
し
、
次
の
方
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。 

①
事
業
主
及
び
事
業
主
と
生
計
を
一
緒
に

す
る
親
族 

②
法
人
の
役
員(

使
用
人
兼
務
役
員
を
除
く)

 

③
年
齢
が
15
歳
未
満
、
満
65
歳
以
上
の
方 

④
試
用
期
間
中
の
方 

⑤
非
常
勤
者 

ま
た
、
国
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

度
と
の
重
複
加
入
は
で
き
ま
す
が
、
他
の

団
体
が
実
施
す
る
特
退
共
に
す
で
に
加
入

し
て
い
る
方
は
、
重
複
し
て
加
入
で
き
ま

せ
ん
。 

 

掛
金
は
月
払
い
と
し
、
一
口
1
千
円

（
商
工
会
連
合
会
が
徴
収
す
る
40
円
の

制
度
運
営
費
を
含
む
）
で
一
人
30
口
ま
で

加
入
で
き
ま
す
。 

ま
た
、
掛
金
は
全
額
事
業
主
が
負
担
し
、

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
ご

希
望
に
よ
り
減
口
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
、
商
工
会
ま
で
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。 

オ
ン
ラ
イ
ン 

「無
料
」保
険
相
談
実
施
中 

保
険
に
関
す
る
お
悩
み
を
経
験
豊
富
な

保
険
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
お
聞
き
し
ま
す
。 

●
い
ま
加
入
し
て
い
る
保
険
の
内
容
が
わ

か
ら
な
い 

●
必
要
以
上
に
保
険
料
を
払
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い 

●
ご
自
身
や
ご
家
族
、
従
業
員
の
保
障
が

気
に
か
か
る 

等 

「
相
談
っ
て
ほ
ど
で
も
な
い
け
ど
、
参

考
程
度
に
ち
ょ
っ
と
聞
き
た
い
だ
け
」
な

ど
の
場
合
も
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 〔保
険
相
談
の
流
れ
〕 

①
職
員
に
保
険
相
談
希
望
日
を
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
日
程
を
調
整
次
第
、
連
絡
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

②
ご
加
入
の
保
険
証
券
を
ご
準
備
く
だ
さ

い
。
事
前
に
、
保
障
内
容
を
整
理
、
分
析

し
ま
す
。 

③
保
険
相
談
は
、
パ
ソ
コ
ン
上
で
資
料
を

見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
説
明
や
ア
ド

バ
イ
ス
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

オ
ン
ラ
イ
ン
の
み
な
ら
ず
、
対
面
に
よ

る
保
険
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
興
味

の
あ
る
方
は
商
工
会
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
こ
の
相
談
会
で
は
条
件
が
よ
く

な
る
場
合
の
み
、
商
工
会
の
保
険
・
共
済

を
提
案
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 


